
船舶事故調査報告書 

令和７年７月９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（陸上クレーン） 

発生日時 令和６年３月５日 ０８時１３分ごろ 

発生場所 福山港箕沖
み の お き

地区箕沖－１０ｍ岸壁 

備中高島港黒土
くろつち

防波堤灯台から真方位２７３.５°３.１海里（Ｍ）

付近 

 （概位 北緯３４°２６.１′ 東経１３３°２６.４′） 

事故の概要 コンテナ船REFLECTION
リ フ レ ク シ ョ ン

は、着岸操船中、陸上クレーンに衝突した

後、着岸中のコンテナ船BLOOMING
ブ ル ー ミ ン グ

 EARTH
ア ー ス

に衝突した。 

事故調査の経過 令和６年３月１２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ コンテナ船 BLOOMING EARTH（リベリア共和国籍）、９,９７２トン 

   ９９５０５１９（ＩＭＯ番号）、CHIJIN SHIPPING S.A. 

   神原汽船株式会社（船舶管理会社、Ａ社） 

Ｂ コンテナ船 REFLECTION（バハマ国籍）、９,４４３トン 

   ９２９１３３９（ＩＭＯ番号）、CONTINENT MARITIME S.A. 

   興徳海運株式会社（船舶管理会社、Ｂ社） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍）、締約国資格受有者承認証 船長（リ

ベリア共和国発給） 

Ｂ 船長Ｂ（フィリピン共和国籍）、船長免状（フィリピン共和国発

給） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に凹損（写真１参照） 

Ｂ 右舷船尾部外板に破口、右舷船首尾部外板に擦過傷 

（写真２、３ 参照） 

陸上クレーン 脱輪、脚部に変形等（写真４参照） 

 

 

 

 

 

 写真１ Ａ船の損傷状況       写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

Ｂ社提供 Ａ社提供 



 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船の損傷状況       写真４ 陸上クレーン 

の損傷状況 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北、風速 約３.３m/s、最大瞬間風速 北

北東風 約６.１m/s、視界 良好 

 風向及び風速は、事故発生場所の西方約９.６Ｍに位置する福山特

別地域気象観測所における０８時００分の観測値である。 

また、事故発生場所の北北東方約１,１７０ｍに位置する民間の気

象観測所における３月５日の観測値は、次のとおりであった。 

時刻 

平均 瞬間 最大 

風向 風速

(m/s) 

風向 風速

(m/s) 

風向 風速

(m/s) 

08:00 北東 5.9 北北東 6.3 北北東 8.3 

08:02 北東 6.3 北北東 9.6 北北東 10.5 

08:04 北東 6.7 北北東 4.9 北東 10.2 

08:06 北北東 6.8 北北東 6.4 北東 9.0 

08:08 北北東 6.6 北北東 6.6 北北東 6.7 

08:10 北東 6.6 北東 5.9 東北東 9.7 

08:12 北東 6.3 北北東 6.4 北東 8.1 

08:14 北東 6.1 北東 5.9 北北東 8.5 

08:16 北東 6.2 北東 5.2 北東 10.0 

08:18 北東 6.1 北北東 6.3 東北東 6.7 

08:20 北東 6.0 北東 5.5 北東 8.6 

 なお、瞬間の観測値は、観測時刻ちょうどの瞬時値であり、最大の

観測値は、計測単位時間１分間の最大値を表示したものである。 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過 Ｂ船は、船長Ｂほか１６人が乗り組み、‘福山港箕沖地区箕沖－１０

ｍ岸壁’（以下「本件岸壁」という。）に着岸中のＡ船の船尾側（北北

東側）に船首を南南西に向けて右舷着けで着岸する目的で、船長Ｂが

操船を行い、北北西進しながら本件岸壁に接近した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

Ｂ社提供 Ｂ社提供 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ｂ船の航跡等 

 

船長Ｂは、天気予報で平均風速が約２～３m/s であり、入港中の平

均風速も約６m/s であったので、タグボートの支援を要請しなかっ

た。 

Ｂ船は、本件岸壁の手前で左回頭して船首を南方に向けた後、約２

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）の微速力後進で北進

し、徐々に右回頭しながら本件岸壁に接近した。 

Ｂ船は、本件岸壁に接近中、約１０m/s の北東風を左舷方から受け

て本件岸壁側に圧流され、船長Ｂが、主機を微速力前進とする等した

ものの、右舷船尾部が本件岸壁に設置された陸上クレーン（以下「本

件クレーン」という。）に衝突した。 

Ｂ船は、本件クレーンに衝突した後、更に圧流されて、右舷船首部

がＡ船の左舷船尾部に衝突した。 

船長Ａは、海上保安部に本事故発生の通報を行った。 

船長Ｂは、着岸後、Ｂ船の船舶所有者に本事故発生を報告した。 

分析 Ｂ船は、平均風速約６m/s の北東風が吹いている状況下、タグボー

トの支援を受けることなく着岸操船中、約１０m/s の北東風を左舷方

から受けて、本件岸壁方に圧流されたことから、本件クレーンに衝突

し、更に圧流され続けてＡ船とも衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、天気予報で平均風速が約２～３m/s であり、入港中の平

均風速も約６m/s であったことから、タグボートの支援を要請しな

かったものと考えられる。 

Ａ船 

Ｂ船 

陸上クレーン 

事故発生場所 

（令和６年３月５日 

０８時１３分ごろ発生） 



本事故発生場所付近の民間の気象観測所では、０８時００分ごろに

は最大風速（計測単位時間１分間の最大値）約１０m/s が観測されて

いたことから、船長Ｂが、Ｂ船の風向風速計等で約１０m/s の北東風

が吹くことが予想できた可能性があるものと考えられる。 

原因 本事故は、Ｂ船が、時折強い北東風が吹く状況下、船長Ｂがタグ

ボートを使用しないまま本件岸壁に着岸しようとしたため、約１０

m/s の北東風を左舷方から受けて本件岸壁方に圧流され、本件クレー

ン及び着岸中のＡ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・大型船舶の船長は、事前に風向風速等を調査し、必要に応じてタ

グボートの支援を要請すること。また、離着岸操船中に、突然強

い風が吹くことが予想された場合、直ちに離着岸操船を中止し、

岸壁から安全な海域まで一旦離れタグボートの支援を要請するこ

と。 

 


